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Ⅰ はじめに 

 

この書類は、地方自治法第２４３条の３及び袖ケ浦市財政状況の公表に関す

る条例の規定に基づき、令和７年度予算について、令和８年３月３１日現在の

収入及び支出の概況、財産、公債の残高の状況等について、公表するために作

成したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※表示単位について 

・金額については見やすさ、分かりやすさを重視し、本文中の各表、各グラフ

については、それぞれ円単位、千円単位、万円単位のいずれかで表記してい

ます。 

・表記未満の端数については、原則として項目ごとに四捨五入処理しているた

め、合計額・差引額欄の数値と、各項目数値の合計・差引きが一致しない場

合があります。 

 

 

地方自治法  抜粋  

(財政状況の公表等 ) 

第二百四十三条の三  普通地方公共団体の長は、条例の定めるところに

より、毎年二回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び

一時借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければ

ならない。  
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Ⅱ 収入及び支出の概況 

１ 一般会計及び特別会計 

（１）予算の状況 

    令和８年３月３１日現在の一般会計と特別会計における令和７年度予算額は

次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般会計・・・ 地方公共団体の行政運営の基本的な経費、重要な経費を計上している会計をいいます。 

 

特別会計・・・ 特定の目的のために設けられた会計をいいます。袖ケ浦市では３会計が法律または条例

で設置されています。 

 

補正予算・・・ 予算の編成後に生じた理由によって、既決予算に追加・変更をする必要がある場合、議 

会の議決を経て成立します。 
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（２）歳入歳出の執行状況等 

 

【一 般 会 計】 

令和７年度の一般会計予算は、３０１億９，０００万円で成立後、９回の補正

予算を組み、定額減税補足給付金事業などを含む２５億８，９３６万円を増額し

て、総額を３２７億７，９３６万円とし、当初予算から約８．６％の増となりま

した。 

令和８年3月31日における執行状況は、収入済額で２９１億９，５３７万円、

予算に対する収入割合で８９．１％、支出済額で２８３億８，８６３万円、予算

に対する支出割合で8６.６％となっています。 

なお、令和７年度予算の収入・支出は、出納整理のため令和８年５月３１日ま

で引き続き行われます。 

 

＜主な補正内容＞ 

一般会計補正予算で行った主な事業は、次のとおりです。 

 

○補正増 

財政調整基金積立金 ４億３，０１７万円増 

食料品等物価高騰生活応援給付金事業 ３億７，１２２万円増 

児童手当支給事業 ２億３，１８１万円増 

定額減税補足給付金事業 ２億２，９６５万円増 

物価高対応子育て応援手当支給事業 ２億２，６３１万円増 

 

○補正減 

放課後児童クラブ施設整備事業 １億２，４７２万円減 

私立保育施設等整備助成事業 ５，９７２万円減 

地域型保育給付事業 ５，８３６万円減 

介護保険サービス事業所整備事業 ５，７４１万円減 

昭和中学校校舎増築事業【継続費】 ５，７２９万円減 
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＜執行状況＞ 

歳入 

予算現額 3２７億７，９３６万円  収入済額 ２９１億９，５３７万円 

収入率  ８９．１％ 

 

歳出 

予算現額 3２７億７，９３６万円  支出済額 ２８３億８，８６３万円 

執行率  8６.６％ 
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【特 別 会 計】 

３つの特別会計の総予算は、当初１２１億３，３００万円で成立後、補正予算

で５億７，１０３万円の増額を行い、予算現額は１２７億４０３万円となってい

ます。 

各特別会計の令和８年３月３１日における執行状況等は、次のとおりです。 

 

＜執行状況＞ 

 

 

＜主な補正内容＞ 

特別会計補正予算で行った主な事業は、次のとおりです。 

 

○国民健康保険特別会計 

一般被保険者療養給付費 ３億１，８８０万円増 

国保財政調整基金積立金 １，４５１万円減 

 

○後期高齢者医療保険特別会計 

後期高齢者医療広域連合納付金 ６，５０１万円増 

後期高齢者医療事務費 １２万円減 

 

○介護保険特別会計 

介護給付費国庫支出金等返還金 ４，６０１万円増 

特定入所者介護サービス費 １，７００万円減 
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Ⅲ  市民の負担の状況  

市税は、市政運営のために欠くことのできない財源であり、歳入予算総額の４８．３％

を占めています。令和８年3月31日現在の予算額でみますと、市税の予算現額は１５

８億３，８７５万円となっています。これを令和８年3月31日現在の住基人口及び世

帯数で割りますと、市民1人あたり２３９，９２７円、１世帯あたり５２０，３６１円

の負担となります。 

 

 また、歳出予算における目的別経費でみますと、歳出合計の市民１人あたりの金額は

４９６，５４４円、1世帯あたり１，０７６，９２２円となっています。なお、目的別

経費と市税負担額の差額は、国庫支出金や市債等の市税以外の歳入で対応しています。 
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Ⅳ 公営企業会計の経理の概況 

 

【下水道事業会計】 

（１）予算の状況 

    令和８年３月３１日現在の下水道事業会計における令和７年度予算額は次の

とおりです。 

   

 

 

（２）歳入歳出の執行状況 

下水道事業会計の予算執行状況は次のとおりです。 

なお、表に使われている収益的収支とは、経常的な営業活動部門の収入、支出

をいい、資本的収支とは、それら営業活動に必要な施設の建設改良、機器の調達

等に係る収入、支出をいいます。 
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Ⅴ  財産、公債及び一時借入金の現在高  

（１）財産の状況  

市が所有している土地、建物、車両の状況は次のとおりです。 

 

（２）基金の状況  

基金とは、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金

を運用するためのもので、条例により目的、処分等が定められています。その中で

「財政調整基金」とは、不況による大幅な税収減や災害の発生による思わぬ支出な

ど、予期できない収入減少や支出増加に対応するため、余裕のある年度に資金を積

み立て、資金が不足する年度に取り崩して、財源に充てるものです。 

 

（３）市債及び一時借入金の状況  

学校、公園、道路など大規模な建設事業は、その年度の財源のみでは計画的な整

備を推進することができません。 

そこで市は、財務省・銀行などから資金の長期借入をしますが、この借入を市債

（公債）といいます。整備した施設は、将来の市民も利用することになりますので、

世代間の負担の公平を図ることができ、インフラや公共施設の早急な整備が可能と

なります。 

 

 

また、会計年度において歳計現金に不足を生ずる場合に金融機関等からの借り入

れを行う一時借入金残高はありません。 

 


